
 

 

第１号様式（第５条関係） 

（宛先） 中 央 区 長  
 

 
 

中央区認証保育所 保育料補助金等交付申請書 兼 口座振替登録依頼書 
 

 

中央区認証保育所保育料補助金等交付要綱第５条の規定により、下記のとおり、中央区認証保育所保育料補助金等の交付を申請します。 

なお、私及び世帯員は、補助金交付に係る審査のため、次のことに同意します。 

記 

申請保護者（請求者兼口座名義人） 

氏 名（ 口座名義人と同一 ） 続 柄 住 所 

（フリガナ）     チュウオウ ハナコ 

母 
〒１０４－００４５ 

中央区築地１－１－１－１０１ 中央 花子（本人自署） 

生 年 月 日 第1連絡先( 父 ・ 母 ):  ×××  （ ×××× ） ×××× 

第2連絡先( 父 ・ 母 ):  ×××  （ ×××× ） ××××      昭和〇○年     ○月     ○日 

振 込 先 

金融機関 

銀行・信用金庫 

農協・信用組合 
本 店・支 店 

出張所・支所 
預金種目 ☑普通  □当座 

金融機関 

コード 
０ １ ２ ３ 支店コード １ ２ ３ 口座番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

 

対象児童 

(ふりがな) チュウオウ サブロウ 生  年  月  日 入 所 施 設 名 月額基本保育料及び 

基本契約時間 

氏 名   中央 三郎 令和〇年  ○月  ○日 

（入所日：  令和〇年  ○月  ○日） 

月額  80,000  円 

 

 月   220  時間 

 

家族の状況（申請者及び対象児童以外の家族並びに家族以外で同居している方も記入してください。） 

( ふ り が な ) 
続柄 

生 年 月 日 
備 考 個人番号 

氏    名 

1 
ちゅうおう たろう 

父 昭和○○年   ○月   ○日 山形県東根市1-1-1（単身赴任） 

（ 平成〇〇年○月○日～  ） 

△△△△ △△△△ 

△△△△ 
 

 

2 
ちゅうおう はなこ 

母 昭和○〇年   ○月   ○日  

（   年  月  日～ ） 

△△△△ △△△△ 

△△△△ 
 

 

3 
ちゅうおう いちろう 

兄 平成○〇年   ○月   ○日  

（   年  月  日～ ） 

△△△△ △△△△ 

△△△△ 
 

 

4 
ちゅうおう じろう 

兄 平成○〇年   ○月   ○日  

（   年  月  日～ ） 

△△△△ △△△△ 

△△△△ 
 

 

5 
つきしま ゆきこ 

叔母 昭和〇○年   ○月   ○日  

（   年  月  日～ ） 

△△△△ △△△△ 

△△△△ 
 

 

  ※１ 世帯員の氏名は本人が自署してください。ただし、世帯員のうち未成年者、成年被後見人等にあっては、本人に代わって 

    法定代理人が署名することができます。 

  ※２ 続柄は、対象児童から見た続柄を記入してください。 

  ※３ 備考欄 父母…別居等で申請者と住所が異なる場合は、住所（居住開始年月日）を記入してください。 
 

 

 
 

 

 

申請日  令和○年   ○月   ○日 

１．所得に関する情報を公簿等で確認すること。 

２．認可保育所の入所申込の際に添付した保育所入所申込書添付資料を利用すること（認可保育所入所申込者の場合）。 

３．交付決定された補助金の請求手続を、中央区認証保育所補助金等交付要綱第７条の２に規定する保育課長に委任すること。 

４．児童の入所する施設に対し、在籍及び保育料納入状況を確認すること。 

所 得 証 明 ① 所 得 証 明 ② 備 考 
 

住基 

源泉 

入園 

税額控除前所得割額 人的控除差調整額 
 

住基 

源泉 

入園 

税額控除前所得割額 人的控除差調整額 

 

父 父 父 父 

母 母 母 母 

階層① 入力 確認 階層② 入力 確認 

区記入欄（記入しないでください。） 

別記 

中央 築地 

中央 太郎 

中央 花子 

中央 一郎 

中央 二郎 

月島 雪子 

※ご記入の際に、修正テープや修正ペン、消えるペ

ンは使用しないでください。訂正する場合は、二重

線を引き、横に署名を記入してください。 

氏名は必ずご本人が自署してください。 

携帯電話など連絡のとりやすい番号を記入してください。 

○○保育園 

入所料、延長保育料、オプション料金、補食代、雑費などを除い

た月額基本保育料を記入してください。 

父母のどちらかが別居などで申請者と住所が異なる場合は、住所を記

入してください。（申請者は中央区民である必要があります。） 


